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【2022 直前ヤマ当て FES～短答編・目次】 

★2022 年 10 月４日（火曜日）配信

第１部･･･３ ■民法（計 15 問） ⺠法の改正部分を中⼼に、2022 年の本試験
で出題が予想される問題を出題しました。
問題は、2022 年の司法試験・2021 年の司法
書士試験等からセレクトしました。

第２部･･･49 ■商法・会社法

（計５問）

商法の重要分野から２問、ほぼ毎年出題さ
れる会社法の「株式会社の設立」から２問、
「機関」から出題しました。
問題は、2022 年の司法試験予備試験・2021
年の司法書士試験からセレクトしました。

第３部･･･65 ■AWESOME ヤマ当て 豊村慶太講師による毎年恒例のヤマ当て表
を使用した講義です。

第４部･･･73 ■最新判例解説

（計３個）

2022 年の本試験で出題が予想される最新
判例から３つをセレクトしました。





ॕॗॖ第１部（民法 15 問）ॕॗॖ 

問題番号 内容 出題試験 

問題１ 未成年者 2022 年・司法試験・問題１
問題２ 意思表示 2022 年・司法試験・問題３
問題３ 時効の援用 2022 年・司法試験・問題５
問題４ 動産の引渡し 2022 年・司法試験・問題８
問題５ 占有訴権 2021 年・司法書士試験・問題９
問題６ 地上権・地役権 2021 年・司法書士試験・問題 10
問題７ 抵当権 2022 年・司法試験・問題 14
問題８ 法定地上権 2022 年・司法試験・問題 15
問題９ 債権譲渡 2022 年・司法試験・問題 20
問題 10 弁済 2021 年・司法書士試験・問題 16
問題 11 相殺 2022 年・司法試験・問題 22
問題 12 賃貸借 2021 年・司法書士試験・問題 19
問題 13 委任 2022 年・司法試験・問題 27
問題 14 事務管理 2022 年・司法試験・問題 28
問題 15 特別養子縁組 2022 年・アガルート模試・問題 35
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行政書士 直前ヤマ当てフェス 短答編

問題１

 未成年者に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しい

ものを組み合わせたものは、後記１から５までのうちどれか。 

ア．未成年者が子を認知した場合、その未成年者の親権者は、認知を取り消すこ

とができない。

イ．営業を許された未成年者がした法律行為は、その営業に関しないものであっ

ても、取り消すことができない。

ウ．親権者の同意を得ずに契約を締結した未成年者は、成年に達するまでは、親

権者の同意を得なければ、自らその契約を取り消すことができない。

エ．親権者の同意を得ずに契約を締結した未成年者は、成年に達するまでは、親

権者の同意を得なければ、自らその契約の追認をすることができない。

オ．未成年者が、親権者の同意があると誤信させるために詐術を用いて契約を締

結した場合、その契約は取り消すことができる。

１．アウ ２．アエ ３．イエ ４．イオ ５．ウオ 
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第１部 民法

□□ ア 〇
民法780条は、「認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であると

きであっても、その法定代理人の同意を要しない」と規定する。 

したがって、未成年者が子を認知する場合に、その法定代理人たる親権者（民法

824 条本文）の同意は不要である以上、親権者は、未成年者がその同意を得ずにし

た認知を取り消すことができない。 

□□ イ ×
民法５条１項本文は、「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意

を得なければならない」と規定し、同条２項は、「前項の規定に反する法律行為

は、取り消すことができる」と規定する。そして、民法120条１項は、「行為能力の

制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者（他の制限行為能力者

の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。）又は

その代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことがで

きる」と規定する。 

一方、民法６条１項は、「一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業

に関しては、成年者と同一の行為能力を有する」と規定しており、その営業に関し

ないものについては、成年者と同一の行為能力を有しない。 

したがって、営業を許された未成年者がした法律行為は、その営業に関しないも

のであれば、取り消すことができる。 

□□ ウ ×
民法５条１項本文は、「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意

を得なければならない」と規定し、同条２項は、「前項の規定に反する法律行為

は、取り消すことができる」と規定する。そして、民法120条１項は、「行為能力の

制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者（他の制限行為能力者

の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。）又は

その代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことがで

きる」と規定する。 

したがって、親権者の同意を得ずに契約を締結した未成年者は、成年に達する前

であっても、親権者の同意を得ずに、自らその契約を取り消すことができる。 

□□ エ 〇
民法124条１項は、「取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となって

いた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力

を生じない」と規定する。そして、同条２項柱書は、「次に掲げる場合には、前項

の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にすることを要しない」と

規定し、同項２号は、「制限行為能力者（成年被後見人を除く。）が法定代理人、保

佐人又は補助人の同意を得て追認をするとき」を挙げる。 

したがって、親権者の同意を得ずに契約を締結した未成年者は、成年に達するま

では、親権者の同意を得なければ、自らその契約の追認をすることができない。 

□□ オ ×
民法 21 条は、「制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を

用いたときは、その行為を取り消すことができない」と規定するところ、民法13条
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行政書士 直前ヤマ当てフェス 短答編

１項10号かっこ書は、「制限行為能力者」とは、「未成年者、成年被後見人、被保佐

人及び第 17 条１項の審判を受けた被補助人をいう」と規定する。 

したがって、未成年者が、親権者の同意があると誤信させるために詐術を用いて

契約を締結した場合、その契約は取り消すことができない。 

正解 ２
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第１部 民法
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行政書士 直前ヤマ当てフェス 短答編

問題２

 意思表示に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しい

ものを組み合わせたものは、後記１から５までのうちどれか。 

ア．隔地者に対する意思表示は、相手方が了知するまでは効力を生じない。

イ．未成年者Ａと契約を締結したＢが、Ａの法定代理人Ｃに対してその契約を追

認するかどうかを確答すべき旨の催告をした。この場合において、ＣがＢの定

めた期間内に確答を発しないときは、Ｃは、その契約を取り消したものとみな

される。

ウ．心裡留保を理由とする意思表示の無効は、過失のある善意の第三者に対抗す

ることができない。

エ．錯誤による意思表示は、その錯誤が表意者の重大な過失によるものであった

場合において、相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたときは、取り消すこ

とができない。

オ．相手方に対する意思表示について第三者が強迫を行った場合には、相手方が

その事実を知ることができなかったとしても、その意思表示は取り消すことが

できる。

１．アイ ２．アエ ３．イウ ４．ウオ ５．エオ 
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第１部 民法

□□ ア ×
民法 97 条１項は、「意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を

生ずる」と規定するところ、判例（最判昭 36.4.20）は、「到達とは……受領され或

は了知されることを要するの謂ではなく、……了知可能の状態におかれたことを意

味するものと解すべく、換言すれば意思表示の書面がそれらの者のいわゆる勢力範

囲（支配圏）内におかれることを以て足るものと解すべき」としている。 

したがって、隔地者に対する意思表示は、相手方が了知可能な状態におかれたと

きにその効力を生ずる。 

□□ イ ×
民法 20 条１項は、「制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力

者（行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。）となった後、その者に対

し、１箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追

認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、そ

の者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす」と

規定し、同条２項は、「制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者

とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為に

ついて前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答

を発しないときも、同項後段と同様とする」と規定する。 

したがって、未成年者Ａと契約を締結したＢが、Ａの法定代理人Ｃに対してその

契約を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をした場合において、ＣがＢの定め

た期間内に確答を発しないときは、Ｃは、その契約を追認したものとみなされる。 

□□ ウ 〇
民法 93 条１項は、「意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたと

きであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表

示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表

示は、無効とする」と規定する。一方、同条２項は、「前項ただし書の規定による

意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない」と規定しており、過

失の有無を問うていない。 

したがって、心裡留保を理由とする意思表示の無効は、過失のある善意の第三者

に対抗することができない。 

□□ エ ×
民法 95 条１項柱書は、「意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、そ

の錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるとき

は、取り消すことができる」と規定する。そして、同条３項柱書は、「錯誤が表意

者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第１項の規

定による意思表示の取消しをすることができない」と規定し、同項２号は、「相手

方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき」を挙げる。 

したがって、錯誤による意思表示は、その錯誤が表意者の重大な過失によるもの

であった場合において、相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたときは、取り消

すことができる。 
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行政書士 直前ヤマ当てフェス 短答編

□□ オ 〇
民法 96 条１項は、「詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる」と

規定する。一方、同条２項は、「相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を

行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限

り、その意思表示を取り消すことができる」と規定しており、「強迫」は含まれて

いない。 

したがって、相手方に対する意思表示について第三者が強迫を行った場合には、

相手方がその事実を知ることができなかったとしても、その意思表示は取り消すこ

とができる。 

正解 ４
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第１部 民法
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行政書士 直前ヤマ当てフェス 短答編

問題３

 時効の援用に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っ

ているものを組み合わせたものは、後記１から５までのうちどれか。 

ア．後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することが

できる。

イ．Ａから甲土地上の建物を賃借しているＢは、Ａが取得時効に必要な期間、甲

土地を占有している場合であっても、甲土地のＡの取得時効を援用することが

できない。

ウ．甲土地に抵当権が設定されてその旨の登記がされた後、甲土地を譲り受けた

者は、その抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる。

エ．詐害行為取消権を行使された受益者は、取消債権者の被保全債権の消滅時効

を援用することができる。

オ．主たる債務者が時効の利益を放棄した場合、保証人は主たる債務の消滅時効

を援用することができない。

１．アウ ２．アオ ３．イウ ４．イエ ５．エオ 
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第１部 民法

□□ ア ×
判例（最判平 11.10.21【百選Ⅰ42】）は、「民法 145 条所定の当事者として消滅時

効を援用し得る者は、権利の消滅により直接利益を受ける者に限定されると解すべ

きである……。後順位抵当権者は、目的不動産の価格から先順位抵当権によって担

保される債権額を控除した価額についてのみ優先して弁済を受ける地位を有するも

のである。もっとも、先順位抵当権の被担保債権が消滅すると、後順位抵当権者の

抵当権の順位が上昇し、これによって被担保債権に対する配当額が増加することが

あり得るが、この配当額の増加に対する期待は、抵当権の順位の上昇によってもた

らされる反射的な利益にすぎないというべきである。そうすると、後順位抵当権者

は、先順位抵当権の被担保債権の消滅により直接利益を受ける者に該当するもので

はなく、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができないものと解

するのが相当である」としている。 

したがって、後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用す

ることができない。 

□□ イ 〇
判例（最判昭 44.7.15）は、「民法 145 条は、時効の援用権者は当事者である旨を

規定している。しかるに、本件についてみるに、上告人らの主張によれば、上告人

らは、本件係争土地の所有権を時効取得すべき者またはその承継人から、右土地上

に同人らが所有する本件建物を賃借しているにすぎない、というのである。され

ば、上告人らは、右土地の取得時効の完成によって直接利益を受ける者ではないか

ら、右土地の所有権の取得時効を援用することはできない」としている。 

したがって、Ａから甲土地上の建物を賃借しているＢは、Ａが取得時効に必要な

期間、甲土地を占有している場合であっても、甲土地のＡの取得時効を援用するこ

とができない。 

□□ ウ 〇
民法145条は、「時効は、当事者（消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第

三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。）が援用しなけ

れば、裁判所がこれによって裁判をすることができない」と規定する。 

したがって、甲土地に抵当権が設定されてその旨の登記がされた後、甲土地を譲

り受けた者は、その抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる。 

□□ エ 〇
判例（最判平 10.6.22）は、「民法 145 条所定の当事者として消滅時効を援用し得

る者は、権利の消滅により直接利益を受ける者に限定されるところ……、詐害行為

の受益者は、詐害行為取消権行使の直接の相手方とされている上、これが行使され

ると債権者との間で詐害行為が取り消され、同行為によって得ていた利益を失う関

係にあり、その反面、詐害行為取消権を行使する債権者の債権が消滅すれば右の利

益喪失を免れることができる地位にあるから、右債権者の債権の消滅によって直接

利益を受ける者に当たり、右債権について消滅時効を援用することができるものと

解するのが相当である」としている。 

したがって、詐害行為取消権を行使された受益者は、取消債権者の被保全債権の

消滅時効を援用することができる。 
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行政書士 直前ヤマ当てフェス 短答編

□□ オ ×
民法145条は、「時効は、当事者（消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第

三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。）が援用しなけ

れば、裁判所がこれによって裁判をすることができない」と規定しており、保証人

は主たる債務の消滅時効の援用権者にあたる。 

また、判例（大判大 5.12.25）は、「主たる債務者が為したる時効の利益の放棄に

付ては、保証人に対し其効力を生ずる旨の規定なきのみならず、時効の利益の放棄

は畢竟抗弁権を放棄するものに外ならざれば、放棄者及び其承継人以外の者に対し

其効力を生ずるものと為すを得ず。故に……主たる債務者甲に於て時効の利益を放

棄したることありとするも、保証人たる被上告人に対して其効力を及ぼすことな

き」としている。 

したがって、主たる債務者が時効の利益を放棄した場合であっても、保証人は主

たる債務の消滅時効を援用することができる。 

正解 ２
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行政書士 直前ヤマ当てフェス 短答編

問題４

 動産の引渡しに関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正

しいものを組み合わせたものは、後記１から５までのうちどれか。 

ア．Ａがその所有する絵画甲をＢに預けたままＣに売却した場合において、Ａが

Ｂに対して以後Ｃのために甲を占有すべきことを命じ、Ｂがこれを承諾したと

きは、Ｃは、甲の所有権の取得を第三者に対抗することができる。

イ．Ａはその所有する登録済みの自動車甲をＢに売却して現実に引き渡したが、

登録名義はＡのままであった。その後、Ａが甲をＣに売却し、登録名義をＣに

移転した場合、Ｂは、甲の所有権の取得をＣに対抗することができる。

ウ．Ａは、その所有する絵画甲をＢに売却したが、甲の占有を継続し、以後Ｂの

ために占有する意思を表示した。その後、ＡはＢへの売却の事実を知っている

Ｃに甲を売却し、現実に引き渡した。この場合、Ｃは、甲の所有権の取得をＢ

に対抗することができる。

エ．Ａはその所有する絵画甲をＢに預けていたが、Ｂは、Ａに無断で、Ｂが甲の

所有者であると過失なく信じているＣに甲を売却した。Ｂは甲の占有を継続

し、以後Ｃのために占有する意思を表示した。その後ＡがＢから甲の返還を受

けた場合、ＣはＡに対し、所有権に基づいて甲の引渡しを請求することができ

ない。

オ．Ａからその所有する絵画甲を預かり占有していたＢが、Ａから甲を購入した

場合において、占有をＢに移転する旨の意思表示がＡＢ間でされたときは、Ｂ

は、甲の所有権の取得を第三者に対抗することができる。

１．アウ ２．アオ ３．イウ ４．イエ ５．エオ 

17



第１部 民法

□□ ア ×
民法178条は、「動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三

者に対抗することができない」と規定し、民法184条は、「代理人によって占有をす

る場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有する

ことを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得す

る」（指図による占有移転）と規定する。すなわち、本肢において、甲の所有権の

取得を第三者に対抗するために、Ｂが以後Ｃのために甲を占有することを承諾する

必要があるのは、「代理人」にあたるＢではなく、「第三者」にあたるＣである。 

したがって、Ａがその所有する絵画甲をＢに預けたままＣに売却した場合におい

て、ＡがＢに対して以後Ｃのために甲を占有すべきことを命じ、Ｂがこれを承諾し

たときは、Ｃは、甲の所有権の取得を第三者に対抗することができない。 

□□ イ ×
道路運送車両法５条１項は「登録を受けた自動車の所有権の得喪は、登録を受け

なければ、第三者に対抗することができない」と規定する。 

したがって、Ａがその所有する登録済みの自動車甲をＣに売却し、登録名義をＣ

に移転した場合、Ｃより先に甲を買い受けて現実の引渡しを受けたが登録名義の移

転をしていなかったＢは、甲の所有権の取得をＣに対抗することができない。 

□□ ウ ×
民法178条は、「動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三

者に対抗することができない」と規定し、民法183条は、「代理人が自己の占有物を

以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を

取得する」（占有改定）と規定する。本肢において、Ａは、その所有する絵画甲を

Ｂに売却したが、その際に、甲の占有を継続し、以後Ｂのために占有する意思を表

示しているから、Ｂは占有改定による「引渡し」を受けたといえる。よって、その

後にＡから甲を買い受け、現実の引渡し（民法 182 条１項）を受けたＣは、Ｂに劣

後するため、甲の所有権の取得をＢに対抗することができない。 

また、民法192条は、「取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始

めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使す

る権利を取得する」と規定するところ、「善意であり、かつ、過失がない」かどう

かは、「占有を始めた」時点を基準に判断される。本肢において、Ｃは、Ａから甲

を買い受けた時点で、Ｂへの売却の事実を知っていたのであるから、「善意」とは

いえない。よって、Ｃに即時取得は成立しない。 

したがって、Ｃは、甲の所有権の取得をＢに対抗することができない。 

□□ エ 〇
民法192条は、「取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者

は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利

を取得する」と規定し、民法183条は、「代理人が自己の占有物を以後本人のために

占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取得する」と規定

するところ、判例（最判昭 35.2.11【百選Ⅰ68】）は、「無権利者から動産の譲渡を

受けた場合において、譲受人が民法 192 条によりその所有権を取得しうるために

は、一般外観上従来の占有状態に変更を生ずるがごとき占有を取得することを要
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し、かかる状態に一般外観上変更を来たさないいわゆる占有改定の方法による取得

をもっては足らないものといわなければならない」としている。 

したがって、Ｂから占有改定の方法により甲の占有を取得したＣは、「占有を始

めた」といえず、甲を即時取得することができないため、ＡがＢから甲の返還を受

けた場合、ＣはＡに対し、所有権に基づいて甲の引渡しを請求することができな

い。 

□□ オ 〇 
民法182条２項は、「譲受人又はその代理人が現に占有物を所持する場合には、占

有権の譲渡は、当事者の意思表示のみによってすることができる」と規定する（簡

易の引渡し）。 

したがって、Ａからその所有する絵画甲を預かり占有していたＢが、Ａから甲を

購入した場合において、占有をＢに移転する旨の意思表示がＡＢ間でされたとき

は、Ｂは、甲の所有権の取得を第三者に対抗することができる。 

正解 ５ 
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問題５

 占有訴権に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいも

のの組合せは、後記１から５までのうち、どれか。 

ア．Ａが占有する動産甲をＢが盗み、その事情を知っているＣがこれをＢから買

い受けた場合には、Ａは、Ｃに対し、占有回収の訴えにより、動産甲の返還を

請求することができる。

イ．Ａがその占有する動産甲を公園で紛失し、Ｂがこれを拾得した場合には、Ａ

は、Ｂに対し、占有回収の訴えにより、動産甲の返還を請求することができ

る。

ウ．Ａがその所有する動産甲をＢに賃貸したが、Ｂが賃貸借契約終了後も動産甲

を返還しなかったため、ＡがＢに無断で動産甲の占有を取り戻した場合には、

Ｂは、Ａに対し、占有回収の訴えにより、動産甲の返還を請求することができ

る。

エ．Ａが占有する動産甲をＢが盗んだが、Ａが適法に動産甲の占有を取り戻した

場合には、Ａは、Ｂに対し、占有回収の訴えにより、占有侵害により生じた損

害の賠償を請求することができない。

オ．法人Ａの代表者ＢがＡの業務として所持する動産甲をＣが盗んだ場合には、

Ｂが自己のためにも動産甲を所持していると認めるべき事情があるときであっ

ても、Ｂは、個人としては、Ｃに対し、占有回収の訴えにより、動産甲の返還

を請求することができない。

１ アウ  ２ アエ  ３ イエ  ４ イオ  ５ ウオ 
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□□ ア 〇
本肢のとおりである。占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えによ

り、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる（民法200条１項）。もっ

とも、占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対しては、その者が侵

奪の事実を知っていたときを除き、提起することができない（同条２項）。本肢の

場合、Ｂの特定承継人Ｃは、ＢがＡから動産甲を盗んだという事実を知っている。

したがって、Ａは、Ｃに対し、占有回収の訴えにより、動産甲の返還を請求するこ

とができる。 

□□ イ ×
占有回収の訴えは、占有者がその占有を「奪われたとき」に提起することができ

る（民法200条１項）。占有物を紛失し、それを別の者が拾得した場合は、ここでい

う「奪われたとき」には当たらない。よって、本肢の場合、Ａは、Ｂに対し、占有

回収の訴えにより、動産甲の返還を請求することができない。 

□□ ウ 〇
賃貸借契約の終了後、賃借人が賃貸目的物を所有者である賃貸人に返還しない場

合であっても、当該賃貸人は、賃借人の意思に反して当該目的物を取り戻すことは

できない（自力救済の禁止）。賃貸人が賃借人に無断で目的物の占有を取り戻した

ときは、占有の侵奪となり、賃借人からの占有回収の訴えが認められる（大判大

8.4.8）。したがって、本肢の場合、Ｂは、Ａに対し、占有回収の訴えにより、動産

甲の返還を請求することができる。

□□ エ ×
占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び

損害の賠償を請求することができる（民法200条１項）。この点、返還請求権と損害

賠償請求権はそれぞれ別個のものであり、当該物を取り戻した場合であっても、占

有回収の訴えにより、占有侵奪により生じた損害の賠償を請求することができる。 

□□ オ ×
判例は、法人の代表者が法人の機関として物を所持するにとどまらず、代表者個

人のためにもこれを所持するものと認めるべき特別の事情がある場合には、その物

について個人として占有の訴えを提起することができるとしている（最判平

10.3.10）。したがって、本肢の場合、Ｂは、個人として、Ｃに対し、占有回収の訴

えにより、動産甲の返還を請求することができる。 

正解 １
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問題６

 地上権又は地役権に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし

正しいものの組合せは、後記１から５までのうち、どれか。 

ア．Ａが、Ｂの所有する甲土地に、定期の地代を支払うことを約して竹木の所有

を目的とする地上権の設定を受けている場合には、不可抗力によって地代より

少ない収益しか得られなかったときであっても、ＡはＢに対し、地代の減額を

請求することができない。

イ．ＡがＢの所有する甲土地に建物を所有することを目的として地上権の設定を

受け、その旨の登記がされている場合には、Ｃが甲土地の地下に区分地上権の

設定を受けるためには、Ａの承諾を得なければならない。

ウ．Ａが所有する甲土地を承役地とし、Ｂが所有する乙土地を要役地とする通行

地役権が設定されている場合において、Ｂが地役権の行使のために甲土地に通

路を設置したときは、Ａは、その通路を使用することができない。

エ．Ａが所有する甲土地を承役地とし、Ｂが所有する乙土地を要役地とする通行

地役権が設定され、その登記がされた後、Ｃが乙土地に地上権の設定を受けた

場合には、Ｃは、当該通行地役権を行使することができない。

オ．Ａが所有する甲土地を承役地とし、Ｂが所有する乙土地を要役地とする通行

地役権が設定されたが、その登記がされない間にＣが甲土地に抵当権の設定を

受け、その旨の登記がされた場合には、抵当権設定時に、Ｂが甲土地を継続的

に通路として使用していることが客観的に明らかであり、Ｃがこれを認識して

いたとしても、抵当権の実行により当該通行地役権は消滅する。

１ アイ  ２ アオ  ３ イエ  ４ ウエ  ５ ウオ 
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□□ ア 〇 
地上権者は、不可抗力により収益について損失を受けたときであっても、地代の

免除又は減額を請求することができない（民法 266 条１項、274 条）。 

□□ イ 〇 
地下又は空間は、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権の目的とす

ることができる（民法269条の２第１項）。そして、区分地上権を設定する場合、第

三者がその土地の使用又は収益をする権利を有する場合には、その権利又はこれを

目的とする権利を有するすべての者の承諾を得なければならない（同条第２項）。

したがって、Ｃが甲土地の地下に区分地上権の設定を受けるためには、地上権者Ａ

の承諾を得なければならない。 

□□ ウ × 
承役地の所有者は、地役権の行使を妨げない範囲内において、その行使のために

承役地の上に設けられた工作物を使用することができる（民法 288 条１項）。そし

て、工作物には、地役権者が開設した通路も含まれる。 

□□ エ × 
地役権は、要役地……の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転

し、又は要役地について存する他の権利の目的となるものとする。（民法 281 条１

項）。したがって、Ｃが乙土地に地上権の設定を受けた場合には、通行地役権はそ

の目的となるため、Ｃは、当該通行地役権を行使することができる。 

□□ オ × 
通行地役権の承役地が担保不動産競売により売却された場合において、最先順位

の抵当権の設定時に、既に設定されている通行地役権に係る承役地が要役地の所有

者によって継続的に通路として使用されていることがその位置、形状、構造等の物

理的状況から客観的に明らかであり、かつ、当該抵当権の抵当権者がそのことを認

識していたか又は認識することが可能であったときは、特段の事情がない限り、登

記がなくとも、通行地役権は売却によっては消滅せず、通行地役権者は、買受人に

対し、当該通行地役権を主張することができる（最判平 25.2.26）。したがって、抵

当権の実行により当該通行地役権は消滅するとする点で、本肢は誤っている。 

正解 １ 
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問題７

 抵当権に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものを組み合わせたも

のは、後記１から５までのうちどれか。なお、次のアからオまでの各記述中の抵当

権は、いずれも登記がされているものとする。 

ア．Ａは、Ｂに対する債務を担保するため、Ａの所有する甲土地に、抵当権を設

定した。この場合、Ｂが抵当権をＡの一般債権者Ｃに譲渡したときは、これを

ＢがＡに通知し、又はＡが承諾しなければ、Ｃは、Ａに抵当権の譲渡を対抗す

ることができない。

イ．Ａは、その所有する甲土地に、Ｂのために第一順位の、Ｃのために第二順位

の各抵当権を設定した。この場合、ＢがＣのために抵当権の順位を放棄したと

きは、ＢとＣの抵当権の順位が入れ替わる。

ウ．Ａは、その所有する甲土地に、Ｂのために第一順位の抵当権を、Ｃのために

第二順位の抵当権を、Ｄのために第三順位の抵当権をそれぞれ設定した。この

場合、抵当権の順位をＤ、Ｃ、Ｂの順に変更するには、Ｃの合意を要しない。

エ．Ａは、その所有する更地である甲土地にＢのために抵当権を設定し、その

後、甲土地上に乙建物を建築した。この場合、Ｂが抵当権を実行し、甲土地と

乙建物とが一括して競売されたときは、Ｂは乙建物の売却代金からも優先弁済

を受けることができる。

オ．Ａは、その所有する甲土地にＢのために抵当権を設定し、その後、甲土地を

Ｃに売却した。この場合、ＣがＢの請求に応じてＢにその代価を弁済したとき

は、抵当権は消滅する。

１．アエ ２．アオ ３．イウ ４．ウエ ５．イオ 
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□□ ア 〇
民法376条１項は、「抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とし、又は同一の

債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権若しくはその順位を譲渡し、

若しくは放棄することができる」と規定し、民法377条１項は、「前条の場合には、

第 467 条の規定に従い、主たる債務者に抵当権の処分を通知し、又は主たる債務者

がこれを承諾しなければ、これをもって主たる債務者、保証人、抵当権設定者及び

これらの者の承継人に対抗することができない」と規定する。 

したがって、Ｂが抵当権をＡの一般債権者Ｃに譲渡したときは、これをＢがＡに

通知し、又はＡが承諾しなければ、Ｃは、Ａに抵当権の譲渡を対抗することができ

ない。 

□□ イ ×
民法376条１項は、「抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とし、又は同一の

債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権若しくはその順位を譲渡し、

若しくは放棄することができる」と規定する。「抵当権……の順位」の「放棄」と

は、先順位抵当権者の有する優先弁済権を後順位抵当権者との関係で主張しないこ

とをいい、先順位抵当権者と後順位抵当権者は、債権額に応じて平等に優先弁済を

受ける。 

したがって、ＢがＣのために抵当権の順位を放棄したときは、甲土地が競売され

たときの配当において、ＢとＣは、債権額に応じて平等に優先弁済を受ける。 

□□ ウ ×
民法374条１項本文は、「抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更するこ

とができる」と規定する。 

したがって、抵当権の順位をＤ、Ｃ、Ｂの順に変更するには、Ｃの合意を要す

る。 

□□ エ ×
民法389条１項は、「抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権

者は、土地とともにその建物を競売することができる。ただし、その優先権は、土

地の代価についてのみ行使することができる」と規定する。 

したがって、Ｂは乙建物の売却代金から優先弁済を受けることはできない。 

□□ オ 〇
民法378条は、「抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵

当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その

第三者のために消滅する」と規定する。 

したがって、ＣがＢの請求に応じてＢにその代価を弁済したときは、抵当権は消

滅する。 

正解 ２
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問題８

甲土地上の法定地上権の成否に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の

趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは、後記１から５までのうちどれ

か。 

ア．甲土地及びその土地上の乙建物を所有していたＡが、甲土地に抵当権を設定

した後に、乙建物を第三者に譲渡した。その後、抵当権が実行されＣが甲土地

を取得したときは、法定地上権が成立する。

イ．Ａ所有の甲土地を賃借してその土地上に乙建物を所有していたＢが乙建物に

抵当権を設定した後、Ａが乙建物の所有権を取得した。その後、抵当権が実行

されＣが乙建物を取得したときは、法定地上権が成立する。

ウ．Ａ所有の甲土地を賃借してその土地上にＢが乙建物を所有していたところ、

Ａが甲土地に第一順位の抵当権を設定した後、甲土地をＢに譲渡し、次いでＢ

が甲土地に第二順位の抵当権を設定した。その後、第二順位の抵当権が実行さ

れ、Ｃが甲土地を取得したときは、法定地上権が成立する。

エ．Ａ所有の甲土地を賃借してその土地上に乙建物を所有していたＢが、乙建物

に第一順位の抵当権を設定した後、甲土地をＡから譲り受け、次いで乙建物に

第二順位の抵当権を設定した。その後、第一順位の抵当権が実行され、Ｃが乙

建物を取得したときは、法定地上権が成立する。

オ．Ａが甲土地及びその土地上の乙建物を所有していた。この場合において、甲

土地の登記名義が前所有者Ｂのままであったとしても、乙建物に抵当権が設定

され、抵当権の実行によりＣが乙建物を取得したときは、法定地上権が成立す

る。

１．アイ ２．アエ ３．イウ ４．ウオ ５．エオ 
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民法388条前段は、「土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合に

おいて、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異に

するに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす」と規

定する。 

□□ ア 〇 
判例（大連判大 12.12.14）は、「土地及其の上に存する建物の所有者が土地又は

建物のみを抵当と為し、其の一が抵当権に基き競売せられ、二者其の所有者を異に

するに至りたる場合に於て、建物の所有者は土地使用の権利なきの故を以て建物を

収去するを免れずと為さんが建物の利用を害し、一般経済上不利なること論を俟た

ず、民法第 388 条は、此の不利を避けんが為に建物所有者に地上権を附与したるも

のなれば、土地のみを抵当と為したる場合に於ては、同条に依り地上権を有すべき

者は、競売の時に於ける建物所有者ならざるべからず、其の抵当権設定者たると否

とは問う所に非ず」としている。 

したがって、甲土地及びその土地上の乙建物を所有していたＡが、甲土地に抵当

権を設定した後に、乙建物を第三者に譲渡し、その後、抵当権が実行されＣが甲土

地を取得したときは、法定地上権が成立する。 

□□ イ × 
判例（最判昭 44.2.14）は、「抵当権設定当時において土地および建物の所有者が

各別である以上、その土地または建物に対する抵当権の実行による競落のさい、た

またま、右土地および建物の所有権が同一の者に帰していたとしても、民法 388 条

の規定が適用または準用されるいわれはな」いとしている。 

したがって、Ａ所有の甲土地を賃借してその土地上に乙建物を所有していたＢが

乙建物に抵当権を設定した後、Ａが乙建物の所有権を取得し、その後、抵当権が実

行されＣが乙建物を取得したときは、法定地上権は成立しない。 

□□ ウ × 
判例（最判平 2.1.22）は、「土地について一番抵当権が設定された当時土地と地

上建物の所有者が異なり、法定地上権成立の要件が充足されていなかった場合に

は、土地と地上建物を同一人が所有するに至った後に後順位抵当権が設定されたと

しても、その後に抵当権が実行され、土地が競落されたことにより一番抵当権が消

滅するときには、地上建物のための法定地上権は成立しないものと解するのが相当

である。けだし、民法 388 条は、同一人の所有に属する土地及びその地上建物のい

ずれか又は双方に設定された抵当権が実行され、土地と建物の所有者を異にするに

至った場合、土地について建物のための用益権がないことにより建物の維持存続が

不可能となることによる社会経済上の損失を防止するため、地上建物のために地上

権が設定されたものとみなすことにより地上建物の存続を図ろうとするものである

が、土地について一番抵当権が設定された当時土地と地上建物の所有者が異なり、

法定地上権成立の要件が充足されていない場合には、一番抵当権者は、法定地上権

の負担のないものとして、土地の担保価値を把握するのであるから、後に土地と地

上建物が同一人に帰属し、後順位抵当権が設定されたことによって法定地上権が成

立するものとすると、一番抵当権者が把握した担保価値を損なわせることになるか

らである」としている。 

28



行政書士 直前ヤマ当てフェス 短答編 

したがって、Ａ所有の甲土地を賃借してその土地上にＢが乙建物を所有していた

ところ、Ａが甲土地に第一順位の抵当権を設定した後、甲土地をＢに譲渡し、次い

でＢが甲土地に第二順位の抵当権を設定した後、第二順位の抵当権が実行され、Ｃ

が甲土地を取得したときは、法定地上権は成立しない。 

□□ エ 〇 
判例（大判昭 14.7.26）は、要旨、「民法第 388 条に所謂競売の場合中には、土地

及其の地上の建物が同一所有者に帰属したる際に於て、其の土地、又は、建物に対

し、設定せられたる抵当権の存する限り、当該抵当権実行の為の競売は勿論、右土

地及建物が未だ同一所有者に属せざる当該土地、又は、建物に対し、設定せられた

る他の抵当権者の申立に因る競売の場合をも、包含するものとす」としている。 

したがって、Ａ所有の甲土地を賃借してその土地上に乙建物を所有していたＢ

が、乙建物に第一順位の抵当権を設定した後、甲土地をＡから譲り受け、次いで乙

建物に第二順位の抵当権を設定し、その後、第一順位の抵当権が実行され、Ｃが乙

建物を取得したときは、法定地上権が成立する。 

□□ オ 〇 
判例（最判昭 53.9.29）は、要旨、「土地及びその地上建物の所有者が建物につき

抵当権を設定したときは、土地の所有権移転登記を経由していなくても、法定地上

権の成立を妨げない」としている。 

したがって、Ａが甲土地及びその土地上の乙建物を所有していた場合において、

甲土地の登記名義が前所有者Ｂのままであったとしても、乙建物に抵当権が設定さ

れ、抵当権の実行によりＣが乙建物を取得したときは、法定地上権が成立する。 

正解 ３ 
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問題９

ＡのＢに対する売買代金債権甲に譲渡禁止の特約がある場合に関する次のアから

オまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは、後

記１から５までのうちどれか。

ア．Ａが将来発生すべき債権甲をＣに譲渡し、Ｂに対してその通知をした後、Ａ

Ｂ間で債権甲につき譲渡禁止の特約をし、その後債権甲が発生した。この場合

には、Ｂは、Ｃに対し、Ｃがその特約の存在を知っていたものとみなして、債

務の履行を拒むことができる。

イ．Ｃが譲渡禁止の特約の存在を知りながら債権甲を譲り受けた場合において、

ＣがＢに対して相当の期間を定めてＣへの履行の催告をしたが、その期間内に

履行がないときは、Ｂは、Ｃに対し、譲渡禁止を理由として債務の履行を拒む

ことができない。

ウ．Ｃが譲渡禁止の特約の存在を知りながら債権甲を譲り受け、その後Ｄにこれ

を譲渡した場合において、Ｄがその特約の存在について善意無重過失であった

ときは、Ｂは、Ｄに対し、譲渡禁止を理由として債務の履行を拒むことができ

ない。

エ．債権甲が譲渡された場合には、Ｂは、債権甲の全額に相当する金銭を供託す

ることができる。

オ．Ｃが、譲渡禁止の特約の存在を知りながら債権甲を譲り受けた場合におい

て、Ｃの債権者Ｄが債権甲に対する強制執行をしたときは、Ｂは、Ｄに対し、

譲渡禁止を理由として債務の履行を拒むことができない。

１．アイ ２．アオ ３．イウ ４．ウエ ５．エオ 
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□□ ア ×
民法466条の６第３項は、「前項に規定する場合において、譲渡人が次条の規定に

よる通知をし、又は債務者が同条の規定による承諾をした時（以下「対抗要件具備

時」という。）までに譲渡制限の意思表示がされたときは、譲受人その他の第三者

がそのことを知っていたものとみなして、第 466 条第３項（譲渡制限の意思表示が

された債権が預貯金債権の場合にあっては、前条第１項）の規定を適用する」と規

定する。同項によれば、将来債権が譲渡された場合において、債務者対抗要件が具

備された後に譲渡制限特約が付されたときは、譲受人の主観的態様のいかんを問わ

ず、債務者は譲渡制限特約をもって譲受人に対抗することができず、債務者対抗要

件が具備される前に譲渡制限特約が付されたときは、譲受人は悪意であると擬制さ

れるため、この者の主観的態様のいかんを問わず、債務者は譲渡制限特約をもって

譲受人に対抗することができることになる。 

したがって、Ａが将来発生すべき債権甲をＣに譲渡し、Ｂに対してその通知をし

た後、ＡＢ間で債権甲につき譲渡禁止の特約をし、その後債権甲が発生した場合、

Ｃはその特約の存在を知っていたものとはみなされず、Ｂは、Ｃに対し、債務の履

行を拒むことはできない。 

□□ イ ×
民法466条３項は、「前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたこと

を知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、

債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の

債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる」と規定し、同

条４項は、「債務者が債務を履行しない場合において、同項に規定する第三者が相

当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、そ

の債務者については、適用しない」と規定する。 

本肢では、譲渡禁止の特約の存在につき悪意であるＣがＢに対して、「譲渡人」

であるＡへの履行の催告ではなく、Ｃへの履行の催告をしている。よって、同条４

項は適用されず、同条３項が適用されることになる。 

したがって、Ｂは、Ｃに対し、譲渡禁止を理由として債務の履行を拒むことがで

きる。 

□□ ウ 〇
民法466条３項は、「前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたこと

を知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、

債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の

債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる」と規定する。

もっとも、判例（大判昭 13.5.14）は、要旨、「譲渡禁止の特約の存在を知りながら

債権を譲り受けた者から更にその債権を譲り受けた転得者が、譲渡禁止の特約を知

らないときは、債務者は転得者に対して、譲渡禁止の特約の存在を対抗することが

できない」としている。 

したがって、Ｃが譲渡禁止の特約の存在を知りながら債権甲を譲り受け、その後

Ｄにこれを譲渡した場合において、転得者であるＤがその特約の存在について善意

無重過失であったときは、Ｂは、Ｄに対し、譲渡禁止を理由として債務の履行を拒

むことができない。 
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□□ エ 〇
民法466条の２第１項は、「債務者は、譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を

目的とする債権が譲渡されたときは、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行

地（債務の履行地が債権者の現在の住所により定まる場合にあっては、譲渡人の現

在の住所を含む。……）の供託所に供託することができる」と規定する。

したがって、債権甲が譲渡された場合には、Ｂは、債権甲の全額に相当する金銭

を供託することができる。 

□□ オ ×
民法466条の４第２項は、「前項の規定にかかわらず、譲受人その他の第三者が譲

渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった場合

において、その債権者が同項の債権に対する強制執行をしたときは、債務者は、そ

の債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅さ

せる事由をもって差押債権者に対抗することができる」と規定する。 

したがって、Ｃが、譲渡禁止の特約の存在を知りながら債権甲を譲り受けた場合

において、Ｃの債権者Ｄが債権甲に対する強制執行をしたときは、Ｂは、Ｄに対

し、譲渡禁止を理由として債務の履行を拒むことができる。 

正解 ４
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問題 10

次の対話は、弁済に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次の

アからオまでの学生の解答のうち、正しいものの組合せは、後記１から５までのう

ち、どれか。

教授： 第三者による弁済について検討してみましょう。弁済をするについて正当な

利益を有する第三者は、債権者の意思に反しても、弁済をすることはできます

か。問題となっている債務が、その性質上第三者による弁済を許すものであ

り、当事者が第三者による弁済を禁止し、又は制限する旨の意思表示をしてい

ないことを前提に考えてください。 

学生：ア 弁済をするについて正当な利益を有する第三者は、債権者の意思に反して

も、弁済をすることができます。 

教授： では、弁済の方法について考えてみましょう。債権者の預金又は貯金の口座

に対する払込みによって弁済をすることが許されている場合に、その方法によ

って弁済の効力が生ずるのは、どの時点ですか。 

学生：イ 債権者が払込みがあった口座から金銭の払戻しを現実に受けた時点です。 

教授： 次に、代物弁済について考えてみましょう。代物弁済の契約が締結された場

合には、代物弁済の契約で定められた給付が現実になくても、弁済と同一の効

力は生じますか。 

学生：ウ 代物弁済の契約が締結されれば、代物弁済の契約で定められた給付が現実

になくても、弁済と同一の効力は生じます。 

教授： 弁済の時間について考えてみましょう。弁済をし、又は弁済の請求をするこ

とができる取引時間の定めがあると認められるのは、どのような場合ですか。 

学生：エ 債権者と債務者の合意によって取引時間を定めた場合に限り、弁済をし、

又は弁済の請求をすることができる取引時間の定めがあると認められます。合

意がないのに、このような取引時間の定めがあると認められることはありませ

ん。 

教授： 最後に、弁済の充当について検討しましょう。債務者が同一の債権者に対し

て同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合に、弁済として提供した

給付が全ての債務を消滅させるのに足りないときは、弁済をする者は、その充

当すべき債務を指定することができますか。いずれの債務も元本のみしか存在

しないことと、弁済をする者と受領する者の間にその充当の順序に関する合意

がないことを前提に考えてください。 

学生：オ 弁済をする者は、給付の時に、その弁済を充当すべき債務を指定すること

ができます。 

１ アウ  ２ アオ  ３ イエ  ４ イオ  ５ ウエ 
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□□ ア 〇
弁済をするについて正当な利益を有する第三者は、債権者の意思に反しても、弁

済をすることができる（民法 474 条３項本文参照）。 

□□ イ ×
債権者の預金又は貯金の口座に対する払込みによってする弁済は、債権者がその

預金又は貯金に係る債権の債務者に対してその払込みに係る金額の払戻しを請求す

る権利を取得した時に、その効力を生ずる（民法477条）。したがって、弁済の効力

が生ずるのは、債権者が払込みがあった口座から金銭の払戻しを現実に受けた時点

とする点で、本肢は誤っている。 

□□ ウ ×
弁済をすることができる者（以下「弁済者」という。）が、債権者との間で、債

務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約

をした場合において、その弁済者が当該他の給付をしたときは、その給付は、弁済

と同一の効力を有する（民法482条）。したがって、代物弁済の契約で定められた給

付が現実になされなければ、弁済と同一の効力は生じない。 

□□ エ ×
法令又は慣習により取引時間の定めがあるときは、その取引時間内に限り、弁済

をし、又は弁済の請求をすることができる（民法484条２項）。したがって、慣習に

より取引時間の定めがあるときは、合意がなくても、弁済をし、又は弁済の請求を

することができる取引時間の定めがあると認められる。 

□□ オ 〇
債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場

合において、弁済として提供した給付が全ての債務を消滅させるのに足りないとき

……は、弁済をする者は、給付の時に、その弁済を充当すべき債務を指定すること

ができる（民法 488 条１項）。 

正解 ２
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